
施設使用料　有料・減免
総社市教育施設使用料徴収条例
第4条ただし書き使用料減免基準

1号　2号　3号　4号　5号　6号
適用

加算使用料(冷暖房）有料・減免
総社市教育施設使用料徴収条例
第4条ただし書き使用料減免基準

1号　2号　3号　4号　5号
適用

　　令和　　　　年　　　　月　　　　日　　決裁

申請者 団体名

また，使用料の減免をされますか。

伺い　下記のとおり使用を許可されますか。

使用時間

次のとおり総社市中央公民館の施設を使用したいので許可願います。
※ 下記太枠内をご記入ください。

総社市長　様

所在地

公民館施設使用願

令和　　年　　月　　日　（　　） 時　　分　～　　時　　分

　使用人数　　　　人

会議等の時間

320円 320円

計

160円 160円 110円

令和　 　年 　　月 　　日

計

　氏名 連絡先(電話)

大会議室 調理講習室 会議室 和室 分館

冷暖房
1時間あたり

100円 100円 50円 50円 35円

施設使用
1時間あたり

使用責任者
　住所

館長 副館長 主査 主任 主事 係

使用目的

使用施設名

(公民館)

代表者

使用日時

時　　分　～　　時　　分

第
一
会
議
室

第
二
会
議
室

第
三
会
議
室

第
五
会
議
室

第
六
会
議
室

第
七
会
議
室

講
習
室
和
室

冷暖房の使用時間 時　　分　～　　時　　分

次のとおり総社市中央公民館の施設使用料を減免願います。

使用許可 納付書処理欄口頭による　許可・不許可　

茶
室
和
室

料
理
講
習
室

　注　使用時間に1時間未満の端数があるときは，1時間とみなして算定します。


